
電子契約までの流れ

①

② 契約の相手方の決定（落札決定等）

③ 「電子契約利用申出書」をメールで提出

（担当課が指定する期限までに）

④ 契約書を電子契約システムにアップロード

メール自動送信

アクセスコードを連絡

⑤ 受信したメールのリンクから

契約書を確認し承認

メール自動送信

⑥ 契約書類の最終確認

メール自動送信

⑦

受注者 担当課

契約締結

メールに添付された電子署名付与済み

の契約書を保存

契約書ファイルの容量が大きい場合

は、メールのURLからアクセスし、電

子署名付与済みの契約書をダウンロー

ドし保存

発注時に、電子契約が可能な案件である

ことを提示


